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監査役監査実施要領の活用について 
 

１ 本実施要領は、「会社法」及び関連法令並びに「監査役監査基準」（「内部統制システムに係る監査の実施基準」を含む。以下同様）を監査役の監査活

動に具体化したものであり、内容はすべて「監査役監査基準」に準拠している。 

「監査役監査基準」については、該当の活動内容に可能な限り趣旨を取り込んで表現しており、備考欄に掲載した「監査役監査基準」の該当条文にその 

つど立ち戻らなくても、本実施要領において理解が可能となるように意図した。 

 

２ 本実施要領は、監査役が活動するに際して、そのつど当該活動の内容を確認するために資する構成としており、必要な事項については他の章で既に記

載した事項についても可能な限り重複を避けずに記載し、既に記載の部分を参照しなくても閲覧しようとする活動事項についての記述によって理解でき

るようにした。 

 

３ 本実施要領の活用に際しては、まず最初に附表１の「年間時系列監査活動一覧」（附表の活用については後述の８を参照）によって、年間の監査活動の

概要を把握し、附表２によって、各活動事項が本実施要領のいずれの部分に記載されているかを索引できるように構成した。 

  監査役は、株主総会終了後、第１章において自らが選任された経緯を理解し、第３章第１項に掲げた「年間に予定される監査役会の時期と議題」を念

頭に置いて、最初の監査役会で「常勤監査役の選定、監査役会議長・特定監査役等の選定、監査役報酬の協議（本実施要領第１章第３項～第５項、第３

章）等を行った後、時系列に従って、監査計画（第４章）に基づき、会計監査人と顔合わせ・連係を行い（第５章）、計画に基づいて監査を実施し（第

６章～第９章）、監査報告を作成し（第10章）、株主総会に報告する（第11章）という経過に沿って章立てを構成した。 

  したがって、第１章冒頭の監査役の選任に関する事項は、時系列としては次年度に近づいた時期に対応することとなるが、初めて就任した監査役が「自

らが選任された経緯及び就任直後の最初の監査役会で対応する事項の意味」の理解の一助とするために冒頭に記載しており、また、監査環境の整備（第

２章）は第１章と密接な関係をもつ内容であるので第１章の次に記載した。 

  内部統制システムに係る監査については、第７章で「内部統制システムに係る監査の実施基準」に準拠した監査活動を具体的に進めるための手順につ

いて記載した。 

  なお、機関設計の多様化にともない、各章の内容がどのような機関設計の会社に該当するかについて各章の冒頭に記載した。 

 

４ 実施要領の各項目はできる限り、まず法令や「監査役監査基準」から導き出される「該当活動の意義・背景」を掲げ、次いで「基本的な活動」、「各社 

の実情に応じた活動の選択肢」の順に配列し、項目毎に、監査役の基本活動と、各社の実情による活動の重点の置き方に応じた弾力的な監査活動を示唆 

する表現を試みた。 

 

 

 



５ 備考欄には、該当の監査活動に関係する ①法令 ②監査役監査基準 ③監査役会規則(ひな型) ④その他日本監査役協会等のひな型・実務指針、委

員会・研究会などの研究成果等を、この順序で可能な限り掲げ、索引機能を持たせることを試みた。 

 

６ これらの結果、実施要領全体が大部となって取り付きにくく、また、該当記載部分を探しにくい点を考慮し、項目のポイントを黒丸斜字体太字で表示

するとともに、実施内容の文章のうち注目点を明朝体太字表示することで、緩和を試みた。 

 

７ 本実施要領は、法定文書を紙媒体で作成することを想定しているが、電磁的記録を利用する場合は、適宜、読み替えを願いたい。 

 

８ 本実施要領の活用上の留意点は前述のとおりであるが、本実施要領の内容を、各監査役が具体的な監査職務に設計する際の参考資料として、次の３点 

の表を巻末に添付したので、併せてご活用願いたい。 

（１）「年間時系列監査活動一覧」表 

    第１章「監査役の選任、・・・」から始まる実施要領の大項目の配列は、監査役が株主総会で選任されてからの年間の時系列を意識しているが、項 

目毎にまとめているため必ずしも完全な時系列でないことによるわかりにくさがあるので、各監査役が、年間活動の概要をイメージできるよう、ま 

た、監査計画に従って年間の監査職務を遂行する過程で、折に触れその時点の監査活動の進捗状況を確認し、次に何をなすべきかを点検する際に活 

用できるように試みた。 

（２）「年間時系列監査活動と監査実施要領」表 

    作成の趣旨は、上記（１）の表と同様であるが、各時点の監査活動の項目について（１）の表で記載しきれない活動の内容を記載し、実施要領の 

項目と連動させ、各監査役が時期と事にあたったときに該当する実施要領の項目を索引し、参照できるように試みた。 

（３）「企業不祥事防止と監査業務」表 

    本実施要領記載の監査活動は、以下の点から可能な限り実施要領に沿って全体を通して実施されることが望まれる。 

① 本実施要領記載の監査活動は、「監査役監査基準」が示している「責任のとれる監査役の行動基準」の考え方を受けて、「企業不祥事ゼロ」 

を目指して監査役が遂行すべき予防監査を中心に記載している。 

② 活動全体をひととおり推進することにより、自社の環境においてどのような監査活動が効果的であるかを把握できる。 

③ 監査活動全体は広範にわたるものの個々の監査活動は実行可能なものであり、特に常勤監査役及び監査役スタッフが確保されている場合は 

実行しやすい状況にあると考えられる。 

    しかしながら、各社の監査体制、経営環境等は様々であり、実施要領の活動を、通り一遍に実施して、本来目標とする「企業不祥事ゼロ」が当然 

に実現できるというものでもない。 

 そこで、毎年の監査計画立案時に、該当年度においてメリハリを利かせた監査職務を設計するにあたって、どこにポイントを置くべきかを検討す 

る際に本表を活用できるように試みた。 

  

 



本表は、以上の考え方によって、平成16年９月28日公表の監査役監査実施要領の附表としたものであるが、本表に示したポイントはその後の会

社法における会社業務の適正確保体制（いわゆる内部統制システム）に関する定め、及びこれにともない公表された「内部統制システムに係る監査

の実施基準」でカバーされていると言える。しかし、年間の監査職務の設計に際して、本表によるアプローチは現在もなお有効と考えられるため附

表として残した。したがって、本表に記載のポイントに、本実施要領第７章で「内部統制システムに係る監査の実施基準」を引用して記載した内部

統制システムの各体制における「対応すべきリスク」及び「重要な統制上の要点」等を加えて、監査職務の設計にご活用願いたい。 

なお、監査計画立案の時期について、本実施要領は、監査計画の対象期間を定時株主総会終了後から翌年の定時株主総会までと想定し、総会前に

監査計画を立案するものとしているが、監査計画対象期間を会社の事業年度に合わせる場合は、監査計画立案の時期は、前期の事業年度末までとな

るのでご留意いただきたい。 

以  上 
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